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☆ 地区計画とは、みなさんがお住まいの身近な生活空間について、建築物の建て方のルールや

道路、公園などの配置等を地区単位で定める都市計画です。詳しくは「地区計画活用の手引

き」をご覧ください。 

☆ この「府中市地区計画ガイド」は、府中市内における地区計画の事例を紹介するものです。

詳細は府中市都市整備部計画課に備え置く指定図書を縦覧してください。 

☆ 地区計画の区域内で、下記に示すような行為を行う場合には、事前に「届出」が必要です。 

  確認申請の前で、行為着手の３０日前までに届出をしてください。 

（１） 土地の区画形質の変更 

（２） 建築物の建築又は工作物の建設 

（３） 建築物等の用途の変更 

（４） 建築物等の形態又は意匠の変更 

☆ 問合せは、都市整備部計画課までお願いします。 

  

決定年月日 令和８年３月 13 日 

当初決定年月日 昭和 61 年 7 月 19 日 

名 称 小柳町六丁目地区地区計画 

位 置 府中市小柳町六丁目地内 

面 積 約 1.4ｈａ 

府中市 地区計画ガイド 01 
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地区計画の目標 

本地区は、緑豊かでうるおいのある生活空間が確保され、より快適で質の高い

住環境が形成されている。 

また、「府中市都市計画に関する基本的な方針（令和３年１１月）」においては、

低密度住宅ゾーンに位置付けており、戸建て低層住宅地を主体とした、落ち着い

た雰囲気を持った良好な住環境の形成を誘導することとしている。 

これらのことから、本地区では、現在の住環境の維持・保全を図り、ふれあい

ややすらぎのある個性豊かな町へ高めることを目標とする。 

 

■区域の整備・開発及び保全に関する方針■■ 

土地利用の方針 

一戸建て専用住宅地としての均衡ある土地利用を図り、より快適で質の高い住

環境が損なわれないよう維持・保全し、文化性に優れた町を確保する。 

住宅地内の樹木及び生け垣についても保全を図り、緑豊かな魅力ある美しいま

ちづくりをめざす。 

また、路地状敷地を避け、日照や通風の確保を図る。 

地区施設の整備の方針 

体系的に整備された生活道路、公園及び緑道は、機能が損なわれないよう住民

の積極的な参加により維持・保全に努める。 

また、災害時における避難経路を確保するため、地区の北西部分に、市道２－

３１８号と接続した道路ネットワークを誘導する。 

建築物等の整備の方針 

より快適で質の高い住環境を維持・保全するため、建築物の用途の制限、建築

物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物

等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を定める。 

その他当該地区の整備、

開発及び保全に関する

方針 
道路、公園、緑道内の樹木類を保全する。 

 

■地区整備計画■■■■■■■■■■■■ 

□地区施設の配置及び規模□□□□□□□ 

種  類 名  称 面  積 備  考 

公園 

公園１号 約 332 ㎡  

公園２号 約 159 ㎡  

公園３号 約 65 ㎡  

種  類 名  称 幅  員 延  長 備  考 

緑道 

緑道１号 5.0～6.6ｍ 約 26.5ｍ  

緑道２号 1.3～7.8ｍ 約 25.9ｍ  

緑道３号 4.0ｍ 約 26.3ｍ  
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□建築物等に関する事項□□□□□□□ 

建築物の用途の制限 
一戸建ての住宅及び物置その他これに類する付属建築物以外の建築物は建築し

てはならない。 

建築物の敷地面積の 

最低限度 
145 ㎡ 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は１ｍ以上と

する。 

ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次に該当する

場合はこの限りでない。 

１ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面

積の合計が５．０㎡以内であること。 

２ 自動車車庫で高さが２．５ｍ以下であること。 

建築物の高さの 

最高限度 

建築物の高さは地盤面から９ｍ、軒の高さは７ｍをそれぞれ超えないこととし、

かつ、階数は地階を除き２以下とする。 

建築物等の形態又は色彩 

その他の意匠の制限 

１ 建築物の屋根、外壁及びこれに代わる柱並びに工作物の色彩は、まち並みと調

和した落ち着いた色調とし、府中市景観計画の色彩基準に適合したものとする。 

２ 屋外広告物等を設置する場合には、周囲の景観に配慮するよう、形態及び設置

場所に留意したものとする。 

垣又は柵の構造の制限 

道路、公園、緑道に面して設ける垣又は柵（門柱は除く。）の構造は、生け垣又

は透過性を有する高さ１．５ｍ以下のフェンスとしなければならない。ただし、垣

又は柵の基礎の部分のうち、高さ０．４ｍ以下の部分については、この限りでない。 

 


